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嘉

周
知
白
と
お
り
、
資
本
制
的
蓄
積

1
生
産
力
白
発
展
は
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
一
一
両
変
化
の
過
程
を
と
っ
て
、
相
対
的
過
剰
人
口

1

失
業
者
主
生
み
だ
す
。
モ
の
必
然
性
は
資
本
制
生
産
の
、
発
展
不
均
等
む
法
別
か
ら
説
明
さ
れ
、
労
働
者
が
一
方
で
吸
引
さ
れ
る
と
同

時
に
他
方
で
反
接
さ
れ
、
す
な
わ
b
、
種
々
白
生
産
部
門
企
業
で
、
雇
傭
と
失
業
と
が
同
時
に
生
起
す
る
過
程
を
通
じ
亡
、
社
会
全
体

と
し
て
は
、
相
対
的
過
剰
人
口

l
失
業
者
が
常
K
存
在
し
、
増
加
し
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
に
、
相
対
的
過
剰
人
口
は
資
本
制
蓄
積
に
よ
っ
亡
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
に
資
本
制
蓄
積
が
、
よ
り
す
す
め

b

れ
て
ゆ
く
条
件
と
し
て
必
要
で
も
あ
る
内
失
業
者
白
存
在
は
資
本
制
蓄
積
白
た
め
の
横
梓
と
し

τ
の
役
割
を
も
っ
。
そ
れ
は
ニ
ワ
の
側

面
に

b
h
v
て
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、

「
資
本
制
生
産
に
と
っ
て
は
、
人
目
白
自
然
的
増
加
に
よ
っ
℃
提
供
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
自
由
に
処
分
で
き
る
労
働
力
の
分

量
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
資
本
制
生
産
の
自
由
な
活
躍
の
た
め
に
は
、
こ
白
自
然
的
制
限
か
ら
独
立
せ
る
産
業
予
備
軍
が
必
要
で

あ
る
」
。
「
現
実
的
人
口
増
加
の
制
限
か
ら
独
立
し
て
何
時
で
も
す
ぐ
利
用
で
き
る
人
間
材
料
」
で
あ
り
、
資
本

ま
さ
に
失
業
者
は
、
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に
絶
対
的
に
従
属
す
る
と
こ
ろ
の
自
由
に
処
分
し
う
る
労
働
力
と
し
て
の
存
在
を
意
味
す
る
。
し
た
が
ヲ
て
、
経
済
循
環
白
好
況
局
面

に
お
い
て
、
資
本
が
労
働
需
要
量
を
増
大
し
左
け
れ
ば
左

b
な
い
場
合
、
相
対
的
過
剰
人
口
は
モ
の
労
働
需
要
K
対
応
し
て
、
労
働
力
を

提
供
す
る
。
か
く
し
て
、
失
業
者
は
、
資
本
の
仙
値
明
殖
の
運
動
と
し
て
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
-
開
度
化
が
不
均
等
発
展
を
伴
っ
て
す

ず
む
過
程
で
生
み
だ
さ
れ
る
反
曲
、
向
じ
く
資
本
の
価
値
増
殖
運
動
の
放
に
、
追
加
必
要
労
働
力
白
給
減
と
し
て
機
能
止
し
め
ら
れ
る
。

第
二
に
失
業
者
の
存
在
は
、
商
品
労
働
力
の
労
働
諸
条
件
を
低
落
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
失
業
者
は
い
わ
ゆ
る
死
錘
の
役
割
を
就
業

者
の
労
働
諸
条
件
に
た
い
し
て
果
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
失
業
者
自
存
在
が
、
労
働
の
需
要
供
給
の
法
則
が
運
動
寸
る
と
こ
ろ
の

背
景
を
条
件
づ
け
、
就
業
者
に
た
い
し
て
賃
金
圧
迫
作
用
、
過
度
労
働
の
強
制
、
さ
ら
に
資
本
へ
白
隷
属
強
化
を
促
進
す
る
条
件
に
た

る
。
し
た
が
フ
て
資
本
が
失
業
者
を
し
て
充
分
に
か
か
る
死
錘
の
役
割
を
岡
市
さ
せ
う
る
と
す
れ
ば
、
資
本
の
価
倍
増
殖
慾
は
就
業
労
働

の
内
包
的
側
面
に
あ
い
て
、

z
p図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
述
へ
た
よ
う
に
、
相
対
的
過
剰
人
口

1
失
業
者
の
存
在
が
資
本
制
生
産
の
発
成
過
程
に
必
要
条
件
と
し

τ位
置
づ
け
ら
れ
る
と

す
れ
ば
、
己
己
に
失
業
者
に
対
す
る
、
資
本
な
ら
び
に
労
働
の
政
策
論
理
が
、
そ
れ
そ
れ
の
立
場
か
ら
た
て
ら
れ
る
こ
と
に
友
る
。
す

な
わ
ち
、
資
本
は
、
失
業
者
が
腕
業
者
に
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
、
前
一
記
的
意
味
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
神
聖
な
」
需
要
供
給
法
則
の
「
純

粋
た
」
作
用
を
で
き
る
か
ぎ
り
貫
徹
さ
せ
る
立
場
を
と
る
o

己
れ
に
対
し
労
働
階
級
は
失
業
者
の
、
か
か
る
作
用
白
中
断
を
意
図
す
る

立
場
に
た
っ
。
こ
れ
を
失
業
者
を
め
ぐ
る
労
資
の
基
木
的
立
場
と
い
わ
中
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
た
基
本
的
立
場
か

b
具
体
策
が
提
起
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
資
本
制
生
産
に
と
っ

τ、

失
業
者
の
恒
常
的
存
在
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
本
来
、
資
本
に
と
っ
て
の
問
題
は
失
業
者
の
消
滅
で
は
な
く
、
失
業
者
の
存
在
士
、
資
本

蓄
積
の
憤
梓

ιし
て
機
能
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
b
た
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
資
本
は
、



ま
ず
、
失
業
者
を
必
要
時
江
再
び
生
産
過
程
に
復
帰
せ
し
め
る
代
替
可
能
な
労
働
力
の
存
在
と
し
て
考
え
る
。
そ
の
た
め
ー
決
業
者
の

代
替
可
能
な
労
働
力
が
、
就
業
者
と
し
て
生
広
過
程
に
稼
動
す
る
労
働
力
へ
、
資
本
K
よ
っ
て
白
白
に
転
化
さ
れ
ね
ば
た
ら
左
い
。
す

た
わ
ち
、
資
本
が
自
由
に
処
分
し
う
る
労
働
力
と
し
て
存
在
さ
せ
れ
ば
左
ら
た
い
。
し
た
が
っ
℃
、
こ
れ
か
ら
ま
ず
、
資
本
は
「
労
働

市
場
の
流
動
性
」
を
資
木
統
轄
の
も
と
で
確
保
、
把
握
す
る
乙
と
が
必
要
に
去
る
。
ま
た
、
代
替
可
能
友
労
働
力
と
L
て
そ
の
労
働
能
力

を
維
持
、
確
保
す
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
お
o

も
と
よ
り
己
れ
は
失
業
者
全
体
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
た
い
。
資
本
蓄
積
の
急
激
な

突
発
に
工
っ
て
、
産
業
予
備
軍
が
澗
潟
す
る
に
至
る
ま
で
吸
収
さ
れ
う
る
も
の
と
す
れ
出
、
失
業
者
全
休
日
労
働
力

ω代
替
可
能
性
を

保
持
す
る
対
策
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
資
本
構
成
が
高
度
化
す
る
場
合
、
産
業
予
備
軍
白
全
国
酌
桐
潟
は
あ
り

え
も
仏
い
し
、
そ
の
全
体

K
E
る
労
働
力
の
保
持
策
を
と
る
必
要
も
生
じ
な
い
。
た
だ
、
資
本
構
成
白
高
度
化
が
労
働
白
質
的
変
化
を
も

た
ら
し
、
そ
れ
に
対
応
し
た
質
の
労
働
力
が
需
要
さ
れ
、
ま
た
か
か
る
発
展
が
産
業
問
た
ら
び
に
企
業
聞
に
不
均
等
で
あ
れ
ば
、
労
働

力
の
需
要
に
お
い
て
も
不
均
等
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
資
本
は
失
業
者
の
た
か
よ
り
労
働
力
を
調
達
す
る
に
せ
よ
、
た
だ
適
応
労

働
力
を
吸
収
す
の
も
の
で
あ
っ
て
、
量
的
に
は
失
業
者
群
の
一
部
で
あ
る
と
同
時
に
、
適
応
労
働
力
と
い
う
需
要
の
限
定
か

b
モ
の
不

己
己
に
資
木
と
し
て
は
、
失
業
者
の
一
部
を
代
替
可
能
な
労
働
力
と
し
て
保
持
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

足
を
生
ず
る
場
合
も
あ
る
c

部
の
も
の
に
は
労
働
力
の
代
椋
可
能
性
を
与
え
る
べ
く
培
養
策
を
講
ず
る
こ
と
に
も
な
る
。

資
本
心
失
業
者
に
刻
す
る
政
策
の
第
二
は
、
失
業
者
を
し
て
就
業
者
に
対
す
る
死
鎮
の
役
割
を
充
分
間
前
た
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
本

来
、
失
業
者
の
存
在
が
「
沈
滞
治
上
び
中
位
的
好
況
の
期
間
中
は
現
役
労
働
者
軍
士
圧
迫
し
、
過
剰
生
産
ゐ
上
ぴ
痘
墜
の
期
間
中
は
後

者
の
諸
要
求
を
抑
制
す
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
賃
金
水
準
の
低
下
な
ら
び
に
過
度
労
働
へ
の
圧
迫
作
用
を
出
来
る
か
ぎ
り
作
用
さ

せ
る
た
め
に
、
ま
ず
、
失
業
者
の
生
活
状
態
を
平
均
的
な
、
標
準
的
水
準
よ
り
か
友
り
下
廻
わ
る
と
こ
ろ
に
条
件
づ
け
る
こ
と
が
必
要
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四

「
神
聖
た
」
需
要
供
給
法
則
の
侵
害
が
あ
っ
て
は
去
ら
ず
、
そ
の
故
に
、

失
業
者
に
対
す
る
資
本
の
専
制
支
配
が
確
立
古
れ
ψ

ほ
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
す
友
わ
ち
、
失
業
者
の
組
織
化
、
在
ら
び
に
、
失
業
者
と
就

業
者
と
の
連
繋
を
排
除
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

失
業
者
を
就
業
者
と
分
断
し
た
上
で
、
統
轄
し
て
沿
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

価
倍
増
殖
を
基
本
目
的
と
す
る
資
本
蓄
積
白
条
件
と
し
て
、
資
本
が
失
業
者
対
策
を
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
諸
点
に
お
い
て
考
え
る

と
な
る
ロ
さ
ら
に
、
そ
の
圧
迫
作
用
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、

と
す
れ
ば
、
労
働
者
は
資
本
の
か
か
る
方
策
士
阻
止
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
失
業
者
に
つ
い
て
の
対
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

た
い
。
失
業
者
の
組
織
化
、
失
業
者
と
就
業
者
白
組
織
的
連
螺
、
モ
れ

b
の
雇
用
安
定
政
策
の
確
立
(
労
働
者
と
し
て
失
業
者
の
就
業

者
へ
の
転
化
を
反
対
す
る
も
の
で
は
た
か
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
意
味
で
白
労
働
力
の
流
動
化
に
あ
る
白
で
な
く
資
本
の
統
轄
す
る
と
こ

ろ
白
労
働
力
白
流
動
化
に
あ
る
)
が
、
前
記
第
一
白
問
題
点
に
対
応
す
る
も
白
で
あ
れ
ば
、
失
業
者
白
生
活
条
件
白
維
持
、
向
上
主
b

び
に
就
業
労
働
者
白
労
働
諸
条
件
の
確
保
と
が
、
第
二
白
点
、
す
左
わ
ち
失
業
者
。
就
業
者
に
対
す
る
庄
迫
作
用
主
中
断
さ
ま
一
る
も
白

と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
述
へ
た
の
は
、
失
業
者
対
策
に
闘
す
る
労
資
の
恭
本
的
な
対
策
論
理
で
あ
っ
て
、
現
実
の
失
業
対
策
は
、
社
会
的
・
経
済
的
諸

条
件
を
背
景
陀
、
両
者
白
交
互
作
用
の
な
か
で
、
諸
種
白
形
態
を
も
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
た
だ
、
労
資
が
モ
れ
吉
れ
帰
着
し
よ
う
と

ず
る
失
業
対
策
の
基
本
方
向
は
前
述
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
現
実
白
失
業
対
策
が
甚
し
く
己
の
基
本
的
立
場
か

b
背
離
す
る
主
う
た
事
態
を
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
基
本
的
方
向
に
指

向
さ
せ
る
運
動
が
労
資
の
対
抗
関
係
の
も
と
で
行
わ
れ
る
と
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
現
行
の
失
業
対
策
事
業
(
本
稿
で
は
一

般
失
業
対
策
事
業
に
限
定
す
る
)
は
こ
こ
に
位
し
て
い
る
。
そ
れ
を
実
態
の
一
側
面
に
お
い
て
、
以
下
考
察
す
る
己
と
に
し
た
い
。

I1) 

資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
U

相
対
的
過
剰
人
口
の
土
産
、
は
皆
本
D
発
展
不
均
等
由
法
則
に
よ
っ
て
説
明
が
可
能
で
あ
っ
て
、
こ
の
必
然
性



の
メ
カ
て
λ

ム
は
岸
本
英
太
郎
教
授
は
抗
の
よ
う
に
明
確
に
一
市
し
て
い
る
a

「
そ
れ
は
社
会
的
給
資
木
を
桝
成
す
る
各
甑
産
業
部
門
や
各
産
業
部
門
を
揖
成

F
る
各
駈
企
業
等
の
禿
民
に
お
け
る
不
均
等
性
八
資
本
主
義
に
お

け
る
発
展
不
均
等
の
法
則
〕
か
ら
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
白

即
ち
、
ま
ず
、
新
た
に
企
業
が
お
こ
さ
れ
る
と
労
働
者
が
一
服
怖
さ
わ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
あ
る
産
業
の
諸
部
門
で
は
資
本
心
有
機
的
構
成
が
不

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、

変
の
ま
ま
で
資
本
が
増
加
す
る
結
果
、
可
変
資
本
は
絶
対
的
に
附
訓

L
、
隔
周
労
働
者
が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
(
可
変
資
本
の
噌
加
は
そ
の
ま
ま
匝

傭
労
働
者
の
増
加
を
意
味
し
な
い
が
、
労
働
時
間
及
び
強
度
を
一
定
と
し
て
、
可
変
資
本
町
増
加
即
ち
恥
仙
労
働
者
の
増
加
と
見
な
す

U

以
下
同

じ
)
。
玄
た
あ
る
諸
部
門
で
は
資
本
の
白
機
酌
結
成
が
高
度
化

P
る
が
資
木
の
刑
加
か
更
に
犬
き
い
た
め
、
可
変
資
本
は
相
対
的
に
は
減
少
す
る
が

絶
対
的
に
は
哨
加
し
、
一
府
傭
労
働
者
数
は
増
加
す
お
で
あ
ろ
う

G

ま
た
他
の
諸
部
門
で
は
資
本
の
総
額
は
増
加
寸
る
が
資
本
の
有
機
的
機
成
の
高
度

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
、

化
が
よ
り
急
速
な
た
め
、
可
変
資
木
が
相
対
耐
に
も
絶
判
的
に
も
減
少
し
て
労
働
者
の
一
部
は
失
業
す
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
他
の
諦
部
門
で
は
資
本

の
集
中
の
結
果
、
資
本
の
総
額
は
変
化
し
な
い
で
可
変
資
本
が
相
河
的
に
も
絶
対
的
に
も
減
少
し
て
舟
働
者
は
失
業
寸
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
又

諸
資
本
が
競
争
に
敗
れ
て
倒
壊
す
る
結
巣
、
そ
れ
に
府
価
さ
れ
て
い
た
労
働
者
が
失
業
す
る
で
あ
ろ
う
等
々
。

こ
れ
ら
の
過
程
は
試
気
変
動
か
通
じ
主
、
不
断

r
凡
つ
同
時
v
h

或
は
相
師
い
で
打
わ
れ
、
労
働
者
は
一

h
で
は
吸
引
(
扉
怖
)
さ
れ
る
と
同
時
に

他
方
で
は
疋
概
さ
れ
(
失
業
)
、
和
ム
Z
4一
悼
と
し
て
凡
れ
ば
、
先
業
者
は
出
に
存
自
し
て
、
現
山
史
的
労
働
人
ロ
増
廿
の
自
然
的
制
限
か
ら
独
立
し
た
、

資
本
の
中
性
の
価
値
制
強
慾
に

p
っ
て
訟
丹
な
産
業
守
備
平
H
U
相
間
的
過
剰
人
刊
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
」
。
岸
ぶ
英
太
部
若
「
蹄
王
化
法
則

と
社
長
政
策
」
一
八
九
京
。

ゆ

γ

ル
グ
ス
「
資
本
論
」
邦
訳
第
一
巻
、
円
本
評
論
社
版
、
一
四
一
一
一
旦
)

ω
前
掲
書
一
回

O
六

R
。

何
回
V

出

回
d
h
Z
N》
J

一
「
官
吋
宮
。
号
。
h
n
S
H
E
R
Q
N志向

U
E
E
4
S喜
子
早
人
日
戸
市
ド
日
己
中
村
金
治
邦
訳
「
資
本
主
義
発
展
由
理
論
」
日
本
評
論
社

刊
、
二

O
五
直
参
照

u

M
W

岸
本
文
太
郎
数
授
は
ス
ケ

f

l
ジ
ー
の
、
蓄
積
の
急
激
な
突
発
に
よ
φ

産
業
予
備
軍
む
澗
掲
の
理
論
に
対
し
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

「
マ
ハ
ウ
イ
ー
ジ
ー
は
第
一
節
(
資
本
論
第
一
巻
第
七
鯖
第
二
三
章
、
資
本
苔
組
の
一
般
的
法
則
の
第
一
節
賀
本
の
構
成
が
不
変
な
場
合
に
は
明
働
力

に
刈
す
る
一
需
要
は
苔
積
巳
つ
れ
て
増
加
す
る

l
l前
川
〉
の
資
本
榊
成
不
涯
の
場
合
の
苫
加
の
進
行
に
伴
う
労
働
力
需
要
。
増
大
に
際
し
て
お
こ
り

失
業
対
壊
事
業
試
論

第
九
心
巻

ノ、

第
六
号

五



失
業
対
慌
事
業
試
論

第
九
O
巻

八

第
六
号

う
る
労
働
力
の
洞
掲
を
も
ち
出
し
て
、
資
本
構
成
が
高
度
化
ず
る
場
合
に
適
用
す
る
。

化
法
則
Lr
社
会
政
策
人
二
四
頁
。

川
何
マ
ル
ク
ス
「
資
本
論
」
邦
訳
第
一
巻
、
日
本
-
討
論
社
版
一
四
一
九
頁
。

れ
を
し
も
暴
論
と
い
う
」

岸
木
英
太
郎
者
「
窮
乏

戦
後
わ
が
国
の
失
業
対
策
事
業
が
、
一
時
的
救
済
措
置
は
と
も
か
く
、
本
格
的
に
制
度
化
さ
れ
た
の
は
緊
急
失
業
対
策
法
(
一
九
四

九
年
五
月
施
行
)
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
た
く
己
れ
は
、
経
済
九
原
則
白
実
施
に
よ
っ
て
必
然
化
す
る
大
量
白
失
業
者
白
発
生
、
そ
の

社
会
不
安
に
備
え
る
安
定
策
と
し

τ生
れ
た
も
白
で
あ
り
、
か
か
る
譲
歩
策
に
よ
っ
て
経
済
九
原
則
の
強
力
な
実
施
を
意
図
す
る
も
白

で
あ
っ
た
。

「
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
し
、
モ
白
生
活
白
安
定
を
図
る
と
と
も
に
経
済
に
寄
与
す
る
己
と
を
目
的
と
す
る
」
緊
急
失
業
対
策
は
、

こ
れ
か

b
も
明
か
な
よ
う
に
、
国
家
資
本
に
よ
る
労
働
給
与
策
で
あ
っ
て
、
失
業
者
の
可
及
的
多
量
白
吸
収
を
直
接
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
戦
後
わ
が
国
白
資
本
蓄
積
の
始
動
期
に
お
い
亡
、
資
本
に
よ
ヮ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
失
業
の
慢
性
化
・
大
量
化
白
情
勢
白
も

と
で
、
問
題
は
、
失
業
者
の
生
活
不
安
か

b
生
ず
る
社
会
不
安

t
w
か
に
防
止
す
る
か
、
そ
し
て
い
か
に
資
本
制
生
産
秩
序
を
保
持
す

る
か
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
失
業
者
の
吸
収
リ
失
業
者
白
生
活
安
定
こ
そ
が
問
題
で
、
失
業
者
白
就
業
者
へ
心
転
化
は
配
慮
す
ベ

古
事
情
に
は
な
か
っ
た
。
己
心
意
味
に
お
い
亡
、
労
働
力
の
流
動
は
、
就
業
者
刊
失
業
者
、
白
一
側
面
、
す
な
わ
ち
、
就
業
者

i
失
業

者
、
の
み
が
問
題
と
さ
れ
た
白
で
あ
る
。
資
本
に
と
っ

τは
、
失
業
対
策
事
業
の
始
点
で
、
労
働
力
の
流
動
は
一
つ
の
側
聞
に
重
点
が

治
か
れ
亡
い
た
。

資
本
蓄
積
は
労
働
者
の
遊
離
と
吸
収
を
不
断
に
行
H
な
が
ら
も
、
遊
離
し
た
失
業
者
士
累
積
す
る
と
い
う
傾
向
法
則
を
も
っ
。
失
業



対
労
務
者
と
い
う
)
数
の
増
加
、
累
積
は
第
一
表
に
よ
っ
て
明

対
策
事
業
の
対
象
で
あ
る
顕
在
化
し
た
失
業
者
も
増
加
し
且
つ
固
定
化
白
方
向
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
失
対
事
業
適
格
者
ハ
以
下
失

示
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
の
問
題
は
、
失
対
労
務
者
数
の
単
な
る

量
的
増
加
、
累
積
そ
の
も
の
で
た
く
、
ど
の
よ
う
校
内
容
を

伴
っ
て
増
加
し
て
い
る
か
K
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
就
業
者
と

失対労務者の推移

抗 [c完労全働失力業調者査〕ト袋書究籍員|哲労司働者|失適対格事業量

1949 3S 万人 凡1平6均7万人 1万6人1 
万人

1950 44 38.5 ~O.6 28.0 

1951 39 24.5 38.4 26.2 

1952 47 32.1 35.1 25.0 

1953 45 35.0 34.4 24.3 

1954 58 46.5 37.5 26.0 

1955 68 46.9 44.1 30.5 

1956 63 33.1 47.4 33.2 

1957 52 30.9 47.0 32.4 

1958 56 45.5 49.9 33.6 

1959 58 40.4 53.2 35.6 

1960 43 36.5 51.2 35.3 

1961 39 38.0 53宮 35.0 

第 1表

失
業
対
出
刑
事
業
試
論

呼出:臨時直営
第
九
O
巻

日雇になってからり期間 D推移 (6大都市)(単位杭〕

年別|総数|会員 [37J月山 年 122上|
1950 I 100.0 I 10.7 I 21.3 I 34.8 I 18.9 I 14.3 

1951 100.0 5.6 9.3 13.6 42.6 

1952 100.0 4.7 5.0 9.6 18.5 62.2 

1953 1日00 2.9 5.2 7.9 13.7 70.3 

1954 100.0 2.3 4.6 9.4 13.4 

1955 100.0 4.8 6.4 12.4 15.6 60.8 

1956 100.0 3.6 5.3 8.9 14.7 

1957 100.0 4.4 6.3 7.7 12.3 69.3 

1958 100.0 4.5 5.7 8.0 11.3 70.5 

1959 100.0 4.6 5.0 6.9 12.3 71.2 I 

第 3表

ノ¥

己

第
六
号

日雇労働者生活実態調査より作成



失
業
対
罰
事
業
試
論

第
九
O
巻

一
八
四

第
六
号

ノ、

失
対
労
務
者
の
相
互
流
動
を
伴
い
な
が
ら
、
失
対
労
務
者
白
増
加
が
み
b
れ
て
き
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。

第
一

κ失
対
労
務
者
が
適
格
者
と
壮
っ
て
か
ら
の
期
聞
を
み
る
と
第
2
、
3
表
の
よ
う
で
あ
る
。
緊
急
失
対
策
事
業
が
始
め
ら
れ
て

約
二
一
年
を
経
過
し
た
が
、
第
2
表
で
み
ら
れ
る
よ
う
民
二

0
・
一
%
が
当
初
か
b
滞
留
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
五
年
以
上
は
過
半

数
を
上
廻
る
五
八
・
一
一
%
で
あ
一
ゐ
。
第
3
表
に
よ
れ
ば
、
常
に
七
O
%
前
後
が
失
対
労
務
者
期
間
二
年
を
超
え

τ存
在
し

τ、
こ
こ
一

0
年
間
、
こ
れ
に
変
化
は
み

b
れ
な
い
。
失
対
労
務
者
の
流
出
率
は
年
間
平
均
(
男
女
)
約
一
五
%
前
後
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ふ
。
モ

も
そ
も
失
対
労
務
者
の
七
六
%
は
転
職
の
意
志
を
も
た
ず
、
全
体
の
約
M
A
D
転
職
希
望
者
も
殆
ん
ど
の
も
の
が
(
八
五
%
〕
、
転
臓
を

希
望
す
る
に
せ
よ
、
就
職
の
機
会
を
も
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
流
出
率
が
極
め
て
低
く
、
失
対
労
務
者
が
滞
留

化
す
る
と
と
は
当
然
で
も
あ
一
ろ
う
。
ま
た
流
出
率
が
一
一
五
%
前
後
と
い
っ
て
も
、
己
白
場
合
流
出
者
と
は
適
格
者
で
な
く
な
る
者
を
い

失対労務省から一般民間
産業に移動 Lた労務者数
(尼崎市〕

年次 ~M労務者移 動lル
U 総 数労務 者 数l山

1957 I 3，315 I 55 1.6 

叩 3915156114

1960 I 3.795 I 64 I 1.7 

第 4表

失対うf務者より一般民間
産業に移勘 Lた労持者の
年齢陪周別比率(尼崎i1;)
(1961.1_1962.6) 

工りリ塁手坦皇L竺主)Ilt竺
30疏未満 I 11人 (0) I 14% 
31-40 44 (1) I 57 

11-50 (1) 8 

51-印 I 13 (1) I 17 
60成以七 3 (0) 4 

百十 77 (3) I 100 

第 5表

う
白
で
あ
ヮ
て
、
モ
白
う
ち
一
般
民
間
庄
業
に
移
動
し

た
も
の
と
川
い
え
ば
迄
か
に
少
い
。
こ
れ
を
一

L
業
都
市

(
尼
崎
巾
)
に
み
れ
ば
第
四
去
の
よ
う
に
二
%
に
も
充

た
な
い
よ
う
在
実
態
を
一
目
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
失
対
労
務
者
山
定
着
化
、
停
滞
化
は
、

失
対
労
務
者
を
「
資
本
に
よ
っ
て
、
自
由
に
処
分
し
う

る
人
間
材
料
」
の
一
部
門
と
し
た
場
合
、

「
自
由
に
処

分
し
え
な
い
」
実
態
を
市
す
と
と
も
に
ま
た
資
本

ω

欲
す
る
「
人
間
材
料
」
と
し
て
の
代
裕
可
能
労
働
力
主
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第 6表

相
対
的
に
締
少
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
と
で
失
対
労
務
者
を
代
替
可
能
労
働
力
と
い
う
立

場
か

b
モ
の
実
態
を
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

失
対
労
務
者
の
停
滞
化
は
同
時
に
年
令
構
成
の
商
ま
り
と
た
り
、

四
五
・
八
歳
、

一
九
五
八
年

九
ノ、

年

四平
九均

年
四令
歳"
〉ー

モ九
の五

五
年

技
能
体
力
白
上
か
ら
代
替
可
能
労
働
力
と
し
E
算
定
さ
れ
て
い
る
失
対
労
務
者
は
全
国
三
四

・
五
万
の
う
ち
僅
か
二
八
・
三
%
(
約
一

O
万
)
に
す
ぎ
た
い
c

尼
崎
市
に
お
い
亡
は
こ
れ

四
七
・
三
歳
、

者
で
あ
っ

τも
、
現
段
階
白
技
術
革
新
の
進
行
に
よ
っ
て
労
働
力
箭
要
の
重
点
は
岩
年
労
働
力
に
b
か
れ
、
己
白
意
味
で
の
社
会
的
年

を
も
下
廻
る
も
の
と
算
定
さ
れ
る
り
で
あ
る
。
た
と
え
体
力
的
に
代
替
可
能
労
働
方
の
保
持

令
制
限
(
第
5
表
か

b
み
ら
れ
る
よ
う
に
四

O
歳
が
一
応
の
境
界
線
で
あ
る
)
に
よ
っ
て
、
モ
の
数
は
さ
ら
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
考

え
ね
ば
た
ら
左
M
V
U

こ
白
よ
う
に
矢
対
労
務
者
は
累
積
の
過
程
で
、
本
来
の
失
業
者
主
極
め
て
僅
か
士
郎
分
と
し
て
残
存
し
、
そ
の
多

く
白
も
の
は
労
働
能
力
士
爽
失
し
た
「
被
救
怖
的
窮
民
の
第
三
形
態
」
と
し
て
沈
澱
し
て
ゆ
く
り
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
失
対
労
働
者

の
累
積
過
程
は
、

「
本
来
的
失
業
者
」
と
「
被
救
岨
的
窮
民
」
と
へ
臼
分
解
過
程
で
あ
り
、
後
者
の
累
積
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
が
失
業

者
の
累
積
過
程
白
一
般
的
傾
向
に
加
え
て
技
術
革
新
の
発
展
と
い
う
条
件
か

b
一
層
強
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

失
対
労
務
者
白
中
で
就
業
者
へ
転
化
し
う
る
代
替
同
能
労
働
力
の
保
持
者
は
極
め
て
一
部
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
一
部
の
も
の
す

b
、
僅
か
な
部
分
の
み
が
流
動
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
実
態
で
あ
る
。
か
く
て
、
も
は
や
失
対
労
務
者
の
存
在
は
資
本
に
対
し
、

町

由
に
し
ろ
る
労
働
力
の
汲
め
ど
も
っ
き
ぬ
貯
蔵
所
」
で
は
な
い
。
こ
れ
を
資
本
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
失
対
労
務
者
白
代
替
可
能
性
を 自

失
業
対
髄
事
業
試
論

も
つ
一
部
の
も
の
を
、
明
確
に
区
分
し
、
そ
れ
を
自
由
に
処
分
で
き
る
よ
う
変
え
ム
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
態
と
し
て
考
え

b
れ
る
で
あ

九

第
九
C
巻

ノに

五

第
六
号



央
業
対
世
事
業
試
論

第
九
ひ
巻

ノ1
ノ、

第
六
号

。

ろ
う
。ω

経
済
九
原
則
自
実
施
を
前
に
し
て
政
府
は
一
九
四
九
年
三
月
凹
口
「
現
下
の
先
業
情
勢
に
対
処
ず
べ
き
夫
業
剖
策
」
と

L
て
つ
ぎ
白
よ
う
な
閣
議

決
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
緊
急
失
業
対
策
法
施
行
由
意
図
を
明
か
に
示
し
て
い
よ
う
。
「
経
箭
九
原
則
白
強
力
な
る
実
施
に
伴
い
一
見
さ
将
来
に

大
量
の
失
業
者
の
発
生
を
み
る
こ
と
は
必
歪
で
あ
る

Q

更
に
潜
夜
失
業
白
顕
在
化
、
引
揚
民
自
失
業
等
は
也
々
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
失

業
者
に
就
労
の
機
会
を
与
え
属
用
の
安
定
を
得
る
に
は
輸
出
産
業
を
中
心
ー
と
す
る
民
間
企
業
を
急
速
に
振
興
し
、
一
一
臣
加
量
の
可
及
的
拡
充
を
周
る
こ

と
が
恨
本
的
解
決
で
あ
る
乙
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
産
業
の
振
興
に
は
時
間
的
牌
過
を
必
要
と
し
、
当
面
離
職
者
を
直
ち
に
吸
収
す
る
に
足
る
雇
川

町
鉱
大
は
困
難
で
あ
る
と
部
め
ら
れ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
司
、
、
、

.

.

 
、
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
司
、
、
、
、
司
、
、
、
、
、
、

か
か
る
情
勢
に
対
処
し
失
業
の
深
刻
化
が
丑
会
不
安
の
原
因
と
な
り
、
ひ
い
て
は
経
済
九
原
則
の
円
滑
な
る
推
進
を
妨
げ
る
こ
と
む
な
い
よ
う
次

申
如
〈
失
業
対
策
を
急
速
に
確
立
整
備
す
る
も
り
と
す
る
。
以
下
略
・
」
(
傍
点
前
川
)
労
働
者
失
業
対
策
一
課
嗣
「
失
業
対
策
年
鑑
二
六
年
度
版
」

二
三
頁
白

ω
前

掲

帯

、

一

一

入

頁

。

つ

同

コ

4
4
』
一

一
リ
J

《

b

F

U

A

公

一

ω
公
共
職
業
安
定
所
業
務
状
況
報
告
に
よ
れ
ば
苦
労
務
者
白
流
出
串
(
流
出
者
散
を
年
度
当
初
著
者
数
+
流
入
者

Fわ
れ

わ

一

〉

数

で

除

し

た

も

の

)

は

下

記

の

よ

う

で

あ

る

。

↑

女

一

口

一

肌

旦

一

%

ω
労
働
省
失
業
対
策
部
制
「
失
業
主
主
三
凹
年
度
版
」
四
九

O
頁
、
お
よ
び
労
働
者
「
失
業
対
策
事
業
白
問
題
瓦
一

U
U
E附

:

(

 

点

」

審

問

。

コ

川

川

l

」
判
川
川
川
町
一

i
 

M

W

H

雇

労

働

者

生

活

実

態

調

査

に

よ

る

。

広

F
t山
h
h
h仁

川
開
地
域
別
有
朝
日
雇
求
職
者
調
査
(
一
九
六
一
・
五
)
に
よ
れ
ば
、
失
対
適
格
者
の
う
ち
体
力
検
定
重
作
業
合
格
者
H
民
間
、
公
共
事
業
に
つ
き
う

る
者
は
二
八
・
一
一
一
H

切
で
あ
る

Q

的
被
社
地
的
窮
民
は
け
円
労
働
能
力
者
仲
孤
児
お
よ
び
窮
乏
児
伺
零
事
者
ル
ン
ヘ
ン
、

「
資
本
論
」
邦
訳
第
一
巻
、
日
木
評
論
社
版
、
一
四
二
人
九
頁
参
照
a

ω何
マ
ル
ク
ス
「
資
木
諭
」
邦
訳
第
一
巻
、
日
本
評
論
社
版
一
四
二

b
E。

労
働
知
能
力
者
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。

マ
ル
ク
ス



本
来
、
失
業
者
が
就
業
者
に
対
し
、
死
錘
の
役
割
を
果
た
す
存
釈
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
失
業
者
白
一
形
態
と
し
て
の
失
対
労
務
者
は
、

己
白
古
川
い
か
な
る
実
態
士
一
一
小
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

対者恒労iI B/ A I C/ A 

82円 55，7鰯 43.8彪

)2 56.5 49.9 

e6 56，2 45.6 

05 53.9 43.0 

34 55.6 44.1 

85 60.6 46.6 

常用，日雇. (製造業〉失対労務者別 1日当り
賃金格差

7一目25「帯主
195出F平均 544円1I 359円 I2 

1957 1 673 1 380 1 3 

1958 1 669 1 375 1 3 

1959 1 711 1 383 1 3 

1960 I 757 I 421 I 3 

1961 1 829502 I 3 

労働白書1962年版 p.197および失業対策年組
昭和34年版 p.14Gより作成

第 7表

失
業
対
策
事
業
試
論

失
対
労
務
者
に
死
錘
の
役
割
を
行
わ
し
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
労
働
諸
条
件
を
低

位
に
し
て
お
く
己
と
が
必
要
で
あ
る
。
乙
れ
は
ま
ず
失
対
労
務
者
の
賃
金
主
同
一
地
域
に

お
け
る
同
一
職
種
区
従
事
す
る
労
働
者
の
賃
金
額
よ
り
低
〈
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
基
本
方
針
と
な
っ
て
あ
ら
わ
和
、
失
対
労
務
者
に
対
す
る
、
い
わ
ゆ
る
低
賃
金
政
策

が
賃
金
形
態
(
作
業
別
賃
金
〕
告
よ
び
支
払
方
法
と
相
侠
っ
て
と

b
れ

τき
た
。
己
白
ょ
う

な
政
策
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
失
対
労
務
者
臼
組
織
的
運
動
に
対
処
し

τ、
賃
金
は
漸
次

上
昇
を
み
た
(
第
7
表
宰
問
)
。
失
対
労
務
者
、
一
日
当
り
賃
金
、
現
在
白
四
二
五
円
は
決
し

て
一
一
両
い
も
白
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
現
実
は
こ
白
基
準
額
に
加
え
て
、
地
方
自
治
体
の
一

般
財
政
か
ら
の
補
給
額
さ
b
に
は
夏
期
な
ら
び
に
年
末
白
手
当
主
加
算
し
た
場
合
、
中
小

零
細
企
業
労
働
者
に
比
ベ
で
モ
れ
ほ
ど
大
き
な
柿
義
主
示
す
も
り
で
は
な
い
(
少
く
と
も

女
子
に
お
い
て
は
上
廻
る
。
こ
の
場
合
注
怠
す
べ
き
こ
と
は
、
前
述
白
と
お
り
代
替
可
能

労
働
力
を
も
た
左
い
多
く
の
層
を
も
合
め
て
平
均
が
四

O
O門
主
上
廻
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
失
対
労
務
者
の
転
職
希
望
が
少
く
、
滞
留
化
の
原
因
の
一
つ
も
と
己
に
あ

第
九
O
巻

八
一じ

第
六
号



失
業
対
策
事
業
試
論

第
九
O
巻

ノ¥
ノX

第
六
号

る
。
己
れ
は
矢
対
労
務
者
の
賃
金
が
高
い
の
と
い
う
よ
り
中
小
A
V
業
の
賃
金
が
劣
悪
た
の
で
あ
る
)
失
対
労
務
者
が
民
間
産
業
へ
移
動

ず
る
に
し
て
も
、
主
た
る
賃
金
水
準
、
ほ
ぼ
二
万
円
白
線
が
移
動
の
主
要
な
条
件
と
し
て
第
8
表
に
み
ら
れ
る
実
熊
か
ら
考
え
b
れ
よ
う
。

失
対
労
務
者
の
賃
金
が
殆
ん
ど
す
べ
て
の
中
小
企
業
の
業
者
間
協
定
に
よ
る
最
低
賃
金
を
上
廻
る
事
情
の
も
と
で
が
対
労
務
者
の
賃

金
水
準
が
一
般
賃
金
水
準
を
低
落
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
え
た
い
。
む
し
ろ
、
中
小
零
細
企
業
の
賃
金
に
対
し
て
は
、

尼崎市失対労働者。一世産業移動後の
職種別賃金(月額) 1961年

|職 種l 男ーゴ 女」互亙..R~ 亡ぜ盃1m1

箱打工 I 4 i己認10D

---24.000 

17，000 

第 8去

11，000 4 合昨業務

1 116，0叩

1 i 18，000 
7118，CC3 

1 ~34，OOO 

mo日)

20.000 
~24，OOO 

21.000 
~23，OOO 

22，500 ' 

23，500 

2d.OOO 

25，000 

3|2B，OC D 
I ~30.000 

20 1 30，0叩

31ω0叩

L 

2 

ヌ

2 

15 

1

1

8

1

 
製紙調薬

製紙首位向平

!初i 造工

ド事璃員

と
れ
る
引
上
げ
せ
る
作
用
と
も
た
つ
て
い

る
。
負
わ
す
べ
き
死
錘
の
役
割
は
逆
に
作

用
し
て
い
る
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
白
ょ
う
た
己
と
は
、
単
に
賃
金
に
限

ら
れ
る
も
の
で
は
た
い
。
労
働
時
間
は
実

働
八
時
間
と
し
、
始
業
時
間
午
前
八
時
、

終
業
時
刻
午
後
五
時
を
原
則
と
し
、
事
業

実
施
上
の
主
要

H
標
に
「
作
業
規
律
の
確

立
」
が
ゐ
か
れ
た
が
、
実
態
は
そ
の
よ
う

な
厳
正
さ
を
一
日
し
て
は
い
な
い
。

品主

監視保安

i ポンプ据 f寸
!製氷工

時物砂処理工

工 l

雑

的
・
平
均
的
に
は
三
J
四
時
間
程
度
」
と

労
働
時
間
は
指
摘
さ
れ
、
労
働
条
件
も
、
中
小
企
業
に
対
比
し
て
必
ず
し
も
劣
悪
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
ま
た
停
滞
化
の
理
由
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
月
間
就
労
日
数
も
、
ま
た
、
当
初
の
一
一
六
日
か
ら
二
二
日
に
増
加
し
、

I 

供

溶接工

Icl動車運転

連指工

営繕工

」二

取成

イ上

機

一
般
的
に
「
就
業
の
不
規
則
L

と
い



う
に
は
あ
た
ら
な
い
。

も
と
主

P
、
こ
の
よ
う
左
賃
金
た

b
び
に
労
樹
諸
条
件
は
失
対
労
務
者
の
組
織
的
な
要
求
活
動
に
も
と
ず
く
も
白
で
あ
る
。
失
対
労

務
者
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
プ
レ
反
対
、
手
当
(
盆
、
暮
)
獲
得
を
中
心
と
し
て
各
地
で
自
由
労
働
組
合
を
結
成
し
、
そ
の
運
動
を
通
じ
て

さ
ら
に
全
国
的
組
織
K
結
λ

仇
し
て
賃
金
闘
争
を
基
幹
に
運
動
を
一
層
強
化
し
て
き
た
白
で
あ
る
。
失
対
労
務
者
の
こ
の
組
織
的
活
動
は
、

ま
さ
に
か
白
需
要
供
給
法
則
の
「
純
粋
な
」
作
用
主
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
、
資
本
に
映
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

ω
緊
急
失
対
法
に
よ
れ
ば
失
対
労
務
者
賃
金
額
。
具
体
的
決
定
は
つ
賓
の
よ
う
で
あ
る
。
「
失
業
剤
策
事
業
の
質
金
は
羽
行
の
公
共
企
業
匝
用
労
務

者
に
支
払
わ
れ
る
同
一
職
踊
の
賃
金
(
町
和
一
一
ぃ
l

二
年
十
一
月
十
三
日
証
行
「
公
共
事
業
直
用
労
務
者
標
準
賃
金
準
則
」
〉
と
同
組
で
あ
っ
て
、
賃

金
の
最
低
額
は
一
般
職
種
別
賃
金
の
最
低
日
額
(
原
準
日
制
に
対
し
そ
割
五
分
)
と
同
額
と
な
し
、
最
高
額
は
み
に
の
最
高
日
額
(
標
準
円
相
に
対
し

十
二
割
五
分
)
を
一
一
で
除
し
た
商
で
あ
る
。
」

(A)I 一一ーに
|金甑 l件数

i 220円未満1191

220--239 1185 

240-259 1184 

260-279 1 88 

280-299 1 46 

3∞円以上 32

_.iJ3L一担問些五一一~g59.1~

JJJ同市:
全民労 97 22，191 

全民労系 32 4，32司

王4;ボ
可臨謹吾妻福一;
~Lー←J聖主亙旦盟企埜一一一「一一

E 求項目別 |件数北

就労臼数の増1加j川口，失機対策 12.503116.0 
事業拡大
賞金引上げ，有給体曙，事 12.824117.9 
引，応能制賃余反対

夏季及び年末手当の増加 1 3，213120.引

適格基準の徹底，不適格者 I1611110.0 
排除，作業強化 I .l-，UllJ 

失業保険金の増額，待期期
同町短縮

寒冷地，交通費等手当町支
抽

主情保護，社会保障 1 1，11同 7.0

その他 1 3，67引23.0

計 1 15，74到100

労働省職業安定局失業対策部調

5291 3.7 

1.7 271 

失
業
対
策
事
業
試
論

第
九

O
巻

ノ1

7L 

第
六
号



失
業
対
策
事
業
試
論

第
九

O
番

九。
第
六
号

四

(5)血)(3) (2) 

最
低
賃
金
(
9
条
)
白
金
額
別
分
布
状
況
は
A
装
の
よ
う
で
殆
ん
E
欠
対
労
務
省
の
賃
金
四
二
五
円
を
下
廻
る
も
の
で
あ
る
。

火
業
対
策

J

括
議
会
編
「
円
本
に
お
付
る
雇
用
と
失
業
」
二
穴
八
瓦
会
附
。

失
対
明
務
者
の
組
織
状
況
は
B
表
の
よ
う
で
あ
る
。

失
対
労
務
者
の
要
求
項
目
別
件
数
を
表
示
す
れ
ば
C
表
の
よ
う
で
、
賃
金
闘
争
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

四

以
上
心
点
か
ら
失
対
労
務
者
の
実
態
士
慨
略
つ
ぎ
臼
よ
う
に
述
へ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
失
対
労
務
者
は
、
増
加
、
累
積

の
過
程
で
、
木
米
白
失
業
者
、
い
わ
ゆ
る
停
滞
的
過
剰
人
口
と
代
替
労
働
力
主
喪
失
し
た
い
わ
ゆ
る
被
救
国
的
窮
民
と
に
分
化
し
、
前

者
の
占
め
る
比
率
が
漸
次
紡
少
し
、
反
対
に
後
者
の
累
積
、
明
大
を
伴
っ
て
さ
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
在
失
対
労
務
者
の
量
・
質

む
変
化
と
と
も
に
停
制
化
が
み
ら
れ
る
。
失
対
労
務
者
白
定
結
化
は
失
対
労
務
者
全
体
に
亘
る
も
白
で
、
前
述
の
代
替
可
能
労
働
力
主

保
有
す
る
居
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
沿
い
て
、
失
対
労
務
者
の
一
般
就
業
者
へ
の
転
化
は
甚
だ
少
h
。
第
一
二
に
失
対

労
務
者
臼
賀
会
な
ら
一
び
に
労
働
諸
条
件
は
必
ず
し
も
中
小
、
零
細
企
業
の
労
働
者
よ
り
低
伎
で
は
な
い
。
第
四
に
、
失
対
労
務
者
の
組

織
的
結
合
は
漸
次
強
化
さ
れ
、
他
白
労
働
組
合
と
の
連
繋
を
も
保
っ
て
、
そ
の
組
織
的
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
実
態
は
、
資
本
が
資
本
蓄
積
白
条
件
と
す
る
相
対
的
過
剰
人
口
の
存
在
形
態
か
ら
背
離
す
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う

に
、
資
本
は
彼
ら
を
し
て
資
本
蓄
積
の
広
汎
た
基
礎
た
ら
し
め
る
に
は
「
そ
の
就
業
は
全
く
不
規
別
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
れ
は
、
資

本
に
対
し
、
自
由
に
し
う
る
労
働
力
の
汲
め
ど
も
つ
き
ぬ
貯
蔵
所
を
提
供
す
る
。
彼
等
mu
生
活
状
態
は
労
倒
階
殻
白
平
均
的
危
標
準
的

水
準
以
下
に
低
す
る
の
で
あ
り
て
、
他
中
な
ら
ぬ
こ
の
こ
と
は
、
彼
等
を
し
て
資
木
の
独
白
的
搾
取
諸
部
門
臼
広
、
汎
な
基
礎
た
b
し
め
る
。



労
働
時
間
の
最
大
限
と
賃
銀
の
最
小
限
と
が
彼
等
を
性
格
づ
け
る
」
こ
と
が
貫
徹
し
て
い
な
け
れ
ば
悲
b
た
い
か

b
で
あ
る
の

失
対
労
務
者
が
累
積
さ
れ
る
過
程
で
、
国
定
的
な
過
剰
人
口
白
、
い
わ
ゆ
る
!
舷
救
値
的
窮
民
の
第
三
の
屑
の
ま
す
ま
す
大
量
の
も
の

が
沈
澱
し
、
相
対
的
に
統
少
し
た
と
こ
ろ
白
本
来
白
失
業
者
も
流
動
し
な
い
と
す
れ
ば
、
失
対
労
務
は
産
業
の
予
備
軍
的
存
在
と
な
ら

ず
、
し
た
が
っ
て
資
本
蓄
積
回
損
梓
に
も
た
り
え
な
い
。
ま
た
、
そ
の
失
対
労
務
者
が
組
織
活
動
に
よ
ッ

τ労
働
諸
条
件
の
低
下
を
防

止
し
、
就
業
者
の
う
ち
り
低
位
の
も
の
よ
り
労
働
諸
条
件
が
惑
く
な
い
と
す
れ
ば
、
死
錘
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
は
な
い
。
か
く
し

て
、
か
か
る
状
態
臼
失
対
労
務
者
は
資
本
に
と
っ
て
、
資
本
蓄
積
白
条
件
と
し
て
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
る
。
失
対
労
務
者
の
多
〈
が
困

定
し
て
、
代
替
労
働
力
を
も
つ
も
り
で
な
い
場
合
、
そ
れ
は
資
本
制
生
産
に
と
っ
℃
は
空
費
と
な
b
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
失
対
労

務
者
が
組
織
的
活
動
に
よ
っ
て
、
資
本
に
よ
る
自
由
な
労
働
の
流
動
を
妨
げ
、
モ
白
労
働
諸
条
件
主
改
善
す
る
に
及
ん
で
は
、
失
対
労

務
者
を
資
本
蓄
積

ω
慣
梓
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
阻
害
条
件
と
し
て
資
本
は
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
資
本
蓄
積
と
し
て
の
資
本
制
生
産
の

合
理
化
体
制
が
強
め
ら
れ
、
労
働
者
の
一
方
に
お
け
る
遊
離
と
他
方
に
治
け

ε部
分
的
股
収
が
相
つ
い
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
た
る
と
き
、

か
か
る
失
対
労
務
者
の
実
態
は
、
資
本
日
立
場
か

b
は
耐
え
が
た
き
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
ぜ
な
ら
ば
合
理
化
政
策
に
よ
っ
て
生

ず
る
で
あ
ろ
う
大
宣
失
業
者
が
、
こ
の
よ
う
な
失
対
労
務
者
に
編
入
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
空
費
の
拡
大
で
あ
り
、
資
本
制
生
産
に
と
っ

JL
の
阻
害
条
件
の
拡
充
と
な
る
己
と
が
予
想
さ
れ
る
か

b
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
資
本
の
失
対
労
務
者
に
対
す
る
統
轄
、
再
編
成

が
、
前
述
の
基
本
的
立
場
に
即
す
る
方
向
で
提
起
さ
れ
て
〈
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
か

b
い
え
ば
、
か
か
る
状
態
に
あ
る
失
刻
労
務
者

へ
新
た
に
失
業
者
を
ル
ー
ズ
な
形
で
流
入
す
る
の
を
防
止
す
る
一
方
、
失
対
労
務
者
の
分
化
し
た
実
態
に
も
と
ず
君
、
己
の
質
的
区
分

を
明
確
化
し
、
木
来
の
失
業
者
と
公
的
扶
助
白
対
象
と
さ
れ
る
層
に
モ
れ
ぞ
れ
適
応
す
る
対
策
が
問
題
と
た
る
。
さ

b
に
ま
た
、
失
対

労
務
者
の
労
働
条
件
な
ら
び
に
組
織
的
活
動
の
抑
制
が
問
題
と
な
b
ざ
る
を
え
た
い
。
こ
れ
に
対
し
失
対
労
務
者
は
対
抗
的
立
場
・
政

失
業
対
焼
事
業
試
論

第
九

C
巷

九

第
六
号

五



失
業
対
涜
山
市
業
試
論

第
九
つ
巻

ブL

第
六
母

ー」ノ、

策
に
た
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

い
う
ま
で
も
左
く
、
失
業
対
策
事
業
の
政
策
主
体
は
国
家
で
あ
り
、
し
た
が
ヮ
て
、
資
本
な
ら
び
に
労
働

ω
失
業
対
策
に
闘
す
る
政

策
論
理
が
、
そ
の
ま
ま
国
家
の
政
策
と
な
る
も
の
で
は
な
い
、
資
本
主
義
国
家
は
資
本
目
そ
れ
に
も
と
ず
き
な
が
b
も
、
資
本
と
労
働

の
対
抗
関
係
の
条
件
に
よ
っ
て
、
政
策

ω具
体
化
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
既
述
し
て
き
た
失
業
対
策
事
業
に
治
け
る
問
題

が
、
い
わ
ゆ
る
社
会
政
策
の
限
界
の
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
経
済
的
負
担
白
上
か
ら
経
済
的
限
界
が
、
ま
た
、
失
対
労
務
者
が
本

来
白
「
産
業
予
備
軍
」
的
存
在
で
な
い
と
こ
ウ
に
社
会
的
限
界
が
提
起
さ
れ
て
、
何
ら
か
の
政
策
修
正
が
意
図
さ
れ
る
札
し
て
も
、
そ

れ
は
、
己
の
限
界
か
ら
社
会
政
策
が
従
来
の
領
域
を
己
え
て
「
国
民
的
最
低
限
」

(
Z昇
E
ロ
己
昌
吉
岡
田
口
目
)
を
実
現
す
ベ
く
社
会
保

障
制
度
へ
の
鉱
充
方
向
を
と
る
か
、
そ
れ
と
も
、
社
会
政
策
白
後
退
、
救
済
的
観
念

K
も
と
ず
〈
扶
助
制
度
へ
の
転
落
に
向
う
か
、
は

経
済
的
、
社
会
的
条
件
に
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

(
一
九
六
二
、

一
O
、
二
九
)

ω
マ
ル
ク
ス
「
資
本
論
」
邦
訳
第
一
巻
、
日
本
評
論
社
版
一
回
二
七
頁
。

ω
具
体
的
に
は
、
適
格
審
査
の
厳
正
実
抱
(
流
入
白
防
止
)
、
体
力
検
定
、
健
康
診
断
の
厳
F
実
施
(
区
分
明
確
)
労
務
規
梓
町
政
格
化
、
事
製
剤

果
の
向
上
、
賞
金
格
差
の
設
定
、
期
末
手
当
の
規
制
(
労
働
条
件
の
抑
制
)
組
合
対
策
の
強
化
(
組
織
活
動
の
抑
制
)
が
考
え
ら
れ
る
。


